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 ○ へき地等の多い中山間地域では、ヘリが着陸できない地域が多いためヘリ

の離発着場の整備も求められる。 

 ○ また、へき地医療現場からのヘリ搬送については、利用の仕方について検

討していく必要があるとの意見があった。 

 ○ なお、地理的要件によっては、海上交通の選択肢しかない場所もあり、距

離が遠い離島地域については、ジェット機等の活用も検討されるべきとの意

見があった。 

 

５） その他 

 ○ 地域における病院間の連携を十分図ったうえで、へき地の位置づけを検討

するべきであり、単なる医師の取り合いにならないよう留意するべきである

という意見があった。 

○ また、２００床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような

中小病院対策も考えてほしいという意見があった。 

   ○ 加えて、この度の新臨床研修制度により、基幹型臨床研修病院において、

研修医が 3年間にわたって確保できない場合に取り消しとなるが、へき地医

療を始めとした地域医療の確保に積極的に取り組んでいる医療機関に対し

ては配慮してもらいたいという意見があった。 

 

（４） へき地等における歯科医療体制について 

○ 歯科においても医師等に対する対策と同様の取り組みを行うとともに、特

に次の点について重点的に取り組む必要があるとの提案があった。 

① へき地医療支援機構において、歯科医療や口腔ケアについて医科との連携

を含め、コーディネイトできる体制がまだ十分でないことから、へき地医療

支援機構の強化の中で、地域の歯科医師会や歯科大学・歯学部との連携の推

進など、歯科医療や口腔ケアの確保に向けた具体的な対応が可能となるよう

な方向付けをすべきではないか。 

② 歯科大学の卒前教育や臨床研修においてへき地歯科医療に関する教育・研

修が必ずしも十分でないことから、カリキュラム等のなかでへき地歯科医療

に関する内容の充実を図るべきではないか。また、へき地歯科医療の確保が

困難な都道府県においては、自治体などの奨学金制度の充実も検討課題のひ

とつではないか。 

③ へき地住民の必要に応じ、へき地医療拠点病院等から歯科医師を派遣する

などの機能を強化する必要があることから、へき地医療を支えるへき地医療

拠点病院の機能の中に、巡回歯科診療や訪問歯科診療などの歯科医療提供体

制の確保を明示するとともに、へき地住民の口腔機能の管理などを担う地域

歯科保健活動についても支援できるようにすべきではないか。 

 

（５） へき地等の医療機関に従事する医療スタッフについて 
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○ へき地で勤務する看護師への支援等について以下の提案があった。 

① へき地看護に従事する看護職の実態が明らかになっていないことから、

都道府県等において必要な調査を実施するべきである。 

② 都道府県単位の人材育成として、都道府県立の看護師養成所等が看護の

十分行き届いていないところや、人材等支援が必要なところに対して寄与

していく役割を強化していくことや、学生が将来も含めて働いてみたいと

思えるような離島・山村等に関心を持たせる教育が必要である。 

また、キャリア開発支援を視野に入れた人事交流や派遣制度等の仕組み

作りができないか。都道府県看護協会等が各地域でネットワーク組織を作

り、現職場での退職を検討している者などがへき地看護の従事につながる

ような機会を作ることができないか。 

③ 都道府県担当部署又はへき地医療支援機構が中心になって、看護協会、

看護師養成所等、へき地医療拠点病院、日本ルーラルナーシング学会が協

力して、支援ニーズの明確化と支援方法を検討して、支援を実施していく

ことが大切ではないか。 

看護活動に関して相互的なコミュニケーションによる支援というものが

非常に重要である。 

集合研修ということでは支援が難しいへき地の状況があるので、認定看

護師やへき地看護経験者の登録制度を設けて、へき地に出向いて、へき地

勤務看護師の研修を支援できるような仕組みを作ることができないか。 

○ このように、医師だけでなく看護師をはじめとする医療スタッフの派遣も

視野に入れる必要があると考えられる。常勤でのスタッフ確保が困難な場合

は、隣接する市町村が広域で運営を行い、診療所を出張診療所化するなど、

医療機関の再編も視野に入れて検討を行ってはどうかとの意見があった。 

○ また、医療スタッフのモチベーションを高めるためにも、業務の権限委譲

に向けた環境整備、研修体制の必要性があるのではないかとの意見があった。 

 

５ 今後のへき地保健医療施策の方向性について 

（１）へき地医療を担う医療関係者に求められること 

へき地医療を担う医師像として、総合的な診療能力を有し、プライマリ・ケア

を実践できる総合医を育成していく必要がある。 

 

（２）国、都道府県等が果たすべき役割について 

  ① 第１１次へき地保健医療計画策定にあたり、今後都道府県は、へき地を中心

とする地域医療の分析を行った上で、この度例示する先進事例を参考にして、

改善策を具体的に策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国

は研究班を活用するなどして、そのフォローアップを行うような仕組みを作る

必要がある。この際併せて、地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活

用方法や定着率を上げるための方策についても検討することが重要である。 

  ② 国は、全国のへき地医療支援機構の専任担当官等が参加する「全国へき地医
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療支援機構等連絡会議（仮称）」を設け、都道府県間の格差の是正や各都道府

県間にまたがる事項の調整などを、国と共同して実行する必要がある。 

③ 市町村が独自に大学と提携して医師を派遣してもらうシステムや寄付講座

を作っているという事例があり、市町村は、このような取組を参考に、様々な

取組方策について検討する必要がある。 

④ 大学は医学教育モデル・コアカリキュラム等を元に、全ての学生に対する医

学教育において、都道府県やへき地医療支援機構と連携し、地域医療・へき地

医療に関する教育を充実することが必要である。 

 

（３）へき地医療支援機構の強化と新たな役割について 

へき地医療支援機構は、代診医派遣等の従来の機能を拡充させるため、医育機

関やへき地医療拠点病院と調整しながら、へき地保健医療施策の中心的機関とし

て、地域の実情に応じたドクタープール機能やキャリアパス育成機能などに主体

的に関わることが期待される。 

具体的に国は、本報告書を踏まえて機構が果たすべき役割や位置づけを明確化

し、都道府県等に周知・徹底していくとともに、これら新たな機能を果たすべく、

へき地医療支援機構等の強化に向けて、国、都道府県等は積極的に支援する必要

がある。なお、へき地を有しているが機構未設置の県については、設置を行うよ

うにすべきである。 

 

（４）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築に向けて 

この度、へき地に勤務する医師のキャリアデザインのモデル例を作成したので、

都道府県はこのモデル例を参考にして、関係者間で協議しながら地域にあったキ

ャリアデザイン作りに取り組んでいく必要がある。 

また、へき地・離島での診療経験や機構での勤務を評価して、キャリアになる

ような仕組み作りが必要であるが、「へき地医療専門医（仮称）」、「地域医療修了

医（仮称）」等新たな称号や資格化については現時点では様々な課題があり、直ち

に制度化することは難しいものの、引き続き関係者と協議しながら研究班等で検

討していく必要がある。 

 

（５）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について 

   へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動機付けを与えるような一層

の支援が求められる。また、今般、診療報酬上、ＤＰＣ対象病院における新たな

機能評価指標に、へき地医療拠点病院が選定されたことを踏まえ、また質を確保

する観点からも、拠点病院の実績や体制にあった新たな評価指標について、今後

研究班等で検討していく必要がある。 

 

（６）情報通信技術（ＩＴ）による診療支援について 

へき地等における医療機関の抱える時間的・距離的ハンディを克服するための
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ツールとして、情報ネットワークの整備は不可欠であり、へき地診療所がへき地

医療拠点病院等と常時相談できるような体制整備等に向けて、有効性・効率性も

考慮しつつ、引き続き支援していく必要がある。 

 

（７）ドクターヘリの活用について 

 へき地医療の現場から、医師や救急車不在を回避するために、ドクターヘリの

活用は、有効性・効率性を考慮しつつ、積極的に推進していく必要がある。 

 

（８）歯科医療、看護職等への支援方策について 

へき地等における歯科医療体制、看護職等への支援方策などについても、原則、

医師等に対する対策と同様の取り組みを行うことが必要であると考える。今後関

係者間での協議や研究班等での検討を踏まえて、具体的な施策に結びつけるよう、

国は引き続き支援していく必要がある。 

 

６ 終わりに 

○ 本検討会では、今後のへき地保健医療対策のあり方について昨年７月より６回

にわたり検討を行った。 

○ 今後、国、都道府県及び関係機関は、本報告書において指摘した内容に基づき、

十分な対応を行うことが求められる。これらの対応については適宜評価・分析を

行い、必要に応じて計画の見直しを行うなど、へき地医療を取り巻く状況の推移

に応じた対応が必要である。 

○ なお、医療計画については、平成 22 年度にあり方に関する検討会を実施した

上で、平成 24年度に各都道府県において見直しを行うこととしており、国や都道

府県は、医療計画を含めた今後の医療提供体制のあり方を検討するにあたっては、

本報告書を踏まえ、医療提供体制全体の枠組みの中で、へき地保健医療対策をど

う位置づけていくか考えていくことが望まれる。 
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へき地保健医療対策検討会の審議経過 

 

 

  第１回：平成２１年７月１０日（金） 

○検討会の趣旨説明 

○へき地医療について先進的な取組みを行っている４県の事例紹介 

○へき地医療に関する厚生労働科学研究班の報告 

○今後検討すべき事項について 

 

  第２回：平成２１年９月１８日（金） 

○へき地医療に関する現況調について 

○論点整理 

 ・へき地医療支援機構のあり方について 等 

 

  第３回：平成２１年１０月３０日（金） 

       ○論点整理 

・へき地医療支援機構のあり方について 

・へき地勤務医のキャリアパスについて 等 

 

  第４回：平成２１年１２月２４日（木） 

       ○論点整理 

・へき地勤務医のキャリアデザインと評価について 

・へき地医療拠点病院のあり方について 

・へき地における歯科・看護の課題について 

・へき地医療における遠隔医療の活用について 等 

 

  第５回：平成２２年２月２５日（木） 

       ○検討会報告書（案）について 

 

  第６回：平成２２年３月１９日（金） 

       ○検討会報告書（案）について 

   

  



- 19 - 
 

へき地保健医療対策検討会 委員名簿 
 

内田
う ち だ

 健夫
た け お

    社団法人 日本医師会常任理事 

奥野
お く の

 正孝
まさたか

   三重県健康福祉部 へき地医療総括特命監 

○梶井
か じ い

 英
えい

治
じ

   自治医科大学教授（地域医療学センター長） 

木村
き む ら

 清
きよ

志
し

   島根県健康福祉部 医療企画監 

澤田
さ わ だ

 努
つとむ

   高知県へき地医療支援機構 専任担当官 

澁谷
し ぶ や

 いづみ   愛知県半田保健所長（全国保健所長会会長） 

神野
じ ん の

 雅子
ま さ こ

    北海道保健福祉部地域医師確保推進室 

看護政策グループ主査 

鈴川
すずかわ

 正之
まさゆき

     自治医科大学救急医学教授 

髙
たか

野
の

 宏一郎
こういちろう

   新潟県佐渡市長（全国離島振興協議会会長） 

対馬
つ し ま

 逸子
い つ こ

    青森県西北五地域医療研究会代表 

土屋
つ ち や

 いち子
こ

   長野県訪問看護ステーションしらかば 

角
つの

町
まち

 正勝
まさかつ

    社団法人 日本歯科医師会理事 

内藤
ないとう

 和世
か ず よ

    京都府立与謝の海病院長 

（全国自治体病院協議会常務理事） 

中村
なかむら

 伸一
しんいち

   福井県おおい町国保名田庄診療所長 

畠 山
はたけやま

 博
ひろし

   岩手県藤沢町長 

前田
ま え だ

 隆浩
たかひろ

   長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 

へき地・離島医療学講座教授 

前野
ま え の

 一雄
か ず お

    読売新聞東京本社編集委員 

三
み

阪
さか

 高春
たかはる

        鹿児島県霧島市立医師会医療センター  

地域診療部長 

村瀬
む ら せ

 澄夫
す み お

   東員病院長・三重大学客員教授 

吉
よし

新
あら

 通
みち

康
やす

   公益社団法人 地域医療振興協会理事長 

 

以上２０名 

五十音順 

○：座長 

オブザーバー     総務省自治財政局地域企業経営企画室 

オブザーバー     総務省情報流通行政局地域通信振興課 

オブザーバー     文部科学省高等教育局医学教育課 


